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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 球 を 媒 体 と し て 所 定 の 遊 技 が 実 行 さ れ る と 共 に 遊 技 球 を 賞 球 と し て 払 出 す よ う に 構
成 さ れ た 本 体 と 、 そ の 本 体 よ り 払 い 出 さ れ た 遊 技 球 及 び 遊 技 者 に よ り 投 入 さ れ た 遊 技 球 を
貯 留 す る 貯 留 部 、 前 記 本 体 よ り 払 い 出 さ れ た 遊 技 球 を 前 記 貯 留 部 へ 流 入 さ せ る 流 入 口 、 及
び 前 記 貯 留 部 に 貯 留 さ れ た 遊 技 球 を 前 記 本 体 側 へ 供 給 す る 供 給 口 を 有 す る 上 皿 と 、 遊 技 者
に よ っ て 操 作 さ れ る 少 な く と も 一 つ の 操 作 ス イ ッ チ と 、 を 備 え た 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 上 皿 の 貯 留 部 の 一 部 を 前 記 本 体 よ り 離 間 し て 形 成 す る こ と に よ っ て 前 記 貯 留 部 と 前
記 本 体 と の 間 に 空 間 部 を 形 成 す る と 共 に 、 前 記 貯 留 部 と 前 記 本 体 と の 間 に 前 記 操 作 ス イ ッ
チ を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　

　

【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　

【 請 求 項 ６ 】
　

【 請 求 項 ７ 】

前 記 貯 留 部 は 、 前 記 流 入 口 及 び 前 記 供 給 口 に 連 続 す る 底 面 部 と 、 そ の 底 面 部 の 周 囲 を 取
り 囲 む よ う に 立 設 さ れ た 前 壁 部 と 、 前 記 底 面 部 を 挟 ん で 前 記 前 壁 部 と 対 向 し て 立 設 さ れ 且
つ 前 記 前 壁 部 側 へ 凸 状 に 形 成 さ れ た 後 壁 部 と を 備 え 、

前 記 操 作 ス イ ッ チ は 、 前 記 後 壁 部 と 前 記 本 体 と の 間 に 設 け ら れ た こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 操 作 ス イ ッ チ は 、 前 記 本 体 に お け る 前 記 後 壁 部 に 対 向 す る 面 に 設 け ら れ た こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 後 壁 部 と 前 記 本 体 と の 間 に 形 成 さ れ た 前 記 空 間 部 の 上 部 を 塞 ぐ カ バ ー 部 材 を 備 え 、
そ の カ バ ー 部 材 に 前 記 操 作 ス イ ッ チ を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 操 作 ス イ ッ チ は 、 前 記 本 体 に お い て 実 行 さ れ る 遊 技 内 容 に 関 連 す る 遊 技 用 操 作 ス イ
ッ チ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 操 作 ス イ ッ チ は 、 遊 技 球 の 貸 し 出 し 機 能 に 関 連 す る 貸 球 用 操 作 ス イ ッ チ で あ る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。



　

【 請 求 項 ８ 】
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前 記 貯 留 部 と 前 記 本 体 と の 間 に 、 遊 技 球 の 貸 し 出 し 可 能 状 態 を 表 示 す る 貸 出 可 能 状 態 表
示 部 が 設 け ら れ た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 貯 留 部 と 前 記 本 体 と の 間 に 、 遊 技 球 の 貸 し 出 し に 用 い る 価 値 媒 体 に お け る 価 値 の 残
高 を 表 示 す る 残 高 表 示 部 が 設 け ら れ た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 又 は ７ に 記 載 の 遊 技 機 。
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